一宮市緩和ケア情報シートの取り扱いについて

　このシートは、緩和ケア患者が病院と自宅や施設に入退院する場合の患者情報を統一した用紙に記入することで、必要な情報が洩れないように、また、統一することにより情報提供のあり方を効率化するために作成し、令和7年度は試行期間とします。

１　使用時
1 緩和ケア患者が病院の緩和ケア病棟から自宅や施設に退院する場合、あるいは自宅（施設）から緩和ケア病棟に入院する場合
2 試行期間中は原則として一宮市立市民病院緩和ケア病棟、総合大雄会病院、一宮西病院緩和ケア病棟の主治医と市内の在宅診療医の間で使用する。
※他市の病院や他市の主治医とのやり取りでの使用については各病院ならびに在宅診療医の判断で使用可とする。（今後の課題）

２　使用方法
1 このシートは診療情報提供書を補完するものですので病歴や手術日、薬剤による有害事象などは診療情報提供書に記載し、併せてこのシートを作成してください。

